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福岡県バス対策協議会における協議事項の報告 

 

 

福岡県交通対策協議会設置要綱第８条第２項に基づき、福岡県バス対策協議会において、

福岡県地域公共交通計画に記載する令和７年度及び令和８年度地域間幹線系統確保維持費

国庫補助金対象系統等について協議を行ったため、その結果を報告するもの。 

 

【令和７年度地域間幹線系統確保維持費国庫補助金対象系統】 

１．令和 7年 1月 21 日(火) ～令和 7年 1月 24 日（金） 開催（書面） 

○ 議案第１号 令和７年度地域間幹線系統確保維持費国庫補助金対象系統の内容変更に

おける地域公共交通計画の変更認定申請について 

○ 議案第 2号 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

 

２．令和 7年 3月 14 日(金) ～令和 7年 3月 19 日（水） 開催（書面） 

○ 議案第１号 令和７年度地域間幹線系統確保維持費国庫補助金対象系統の内容変更に

おける地域公共交通計画の変更認定申請について 

○ 議案第 2号 福岡県バス対策協議会の規約の改正について 

 【主な改正内容】 

地域公共交通計画に、より一層利用者の意見を反映することを目的として、委員に公

益社団法人福岡県老人クラブ連合会事務局長及び福岡県公立高等学校ＰＴＡ連合会事

務局長を追加 

 

【令和８年度地域間幹線系統確保維持費国庫補助金対象系統】 

３．令和 7年 6月 25 日(水) 開催（対面） 

○ 議案第 1号 「福岡県交通ビジョン 2022（福岡県地域公共交通計画）」（案）について 

 〇 議案第 2号 福岡県バス対策協議会運営要領の改正について 

   【主な改正内容】 

   要領上の「関係市町村」の明確化や事業者が休廃止等の申し出を行う際の様式の統一 

 

４．令和 7年 9月 10 日(水)～令和 7年 9月 16 日（火） 開催（書面） 

○ 議案第１号 令和８年度地域間幹線系統確保維持費国庫補助金対象系統の内容変更に

おける地域公共交通計画の変更認定申請について 
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